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流山 市国 民保 護協 議会 運営 要領  

 

（趣 旨）  

第１ 条  この 要領 は、流 山市 国民 保護 協議 会条 例（ 平 成１ ８年 流山 市条 例第 ２ 号 ）

第 ５ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 流 山 市 国 民 保 護 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。） の

運営 に関 し必 要な 事項 を定 める もの とす る。  

 

（協 議会 の会 議の 招集 ）  

第２ 条  協議 会の 会議 は、必要 に応 じ会 長が 招集 し、会議 開催 の日 時及 び場 所 並

びに 会議 に付 すべ き事 項を 委員 に通 知し て行 う。  

 

（協 議会 の会 議の 代理 出席 ）  

第 ３ 条  委 員 （ 武 力 攻 撃 事 態 等 に お け る 国 民 の 保 護 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律

（平 成１ ６年 法律 第１ １２ 号）第４ ０ 条第 ４項 第７ 号及 び第 ８号 の規 定に よ り

任 命 さ れ た 委 員 を 除 く 。） は 、 協 議 会 の 会 議 に 出 席 で き な い と き は 、 当 該 委 員

が属 する 機関 又は 組織 の中 から 、あ ら かじ め当 該委 員が 指名 する 者に その 権 限

を委 任す るこ とが でき る。  

 

（庶 務）  

第４ 条  協議 会の 庶務 は、 国民 保護 担当 課に おい て処 理す る。  

 

   附  則  

 こ の要 領は 、平 成１ ８年 ９月 ２７ 日か ら施 行す る。  

 


